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居宅介護支援サービスのご紹介 （重要事項説明書） 

１．サービスの目的 

居宅介護支援サービスは、介護保険を利用されるご利用者のかたに、さまざまな障

害を抱えながらも、住み慣れたご自宅で自立した日常生活が送れますよう、ご利用者

のかたの状態に応じた，またご家族のかたの希望に沿った「居宅サービス計画」の作

成などを行うものです。 

２．サービスの担当者 

ご利用者のかたの相談に応じる担当者は、厚生省令で定められた試験に合格し、研

修を修了した下記の介護支援専門員が担当しますので、ご不明の点などありましたら、

何でもお気軽にご相談ください。 

       担当者名    井戸 優子  山本 憲司  東 朋宏 

    電話番号 代表：（０５２）６９１－２４９７ 

 直通：（０５２）６９１－２５６７  ＦＡＸ番号（０５２）６９１－２６６８ 

 

３． 名南診療所居宅介護支援事業所の概要 

（１） 居宅介護支援事業所の指定状況およびサービス提供地域 

事業所名 名南診療所指定居宅介護支援事業所 

所在地 名古屋市南区内田橋２丁目９番３号 

介護保険指定番号 ２３７１２０００４５ 

通常のサービス提供

地域 

南区（明治・豊田・道徳・伝馬学区）、熱田区（千年・白

鳥学区）、瑞穂区（穂波・堀田学区）、港区（東築地学区） 

＊ 上記以外の地域の方でもご希望の方は、ご相談ください。 

 

 

（２） 事業所の特徴（運営方針） 

「利用者の人権を守り、家族と一緒に介護を考えます。」 

 医師・看護師・介護福祉士・リハビリなど医療・福祉・介護の専門家チームにより、

ご本人や、ご家族の要望にあった、より適切なサービスを考え総合的な在宅での生活

をバックアップ致します。ご利用者のかたの意思及び人格を尊重し、特定の種類又は

特定の居宅サービス事業者に不当に偏る事の無いよう公正中立におこないます。これ

により、ご利用者のかたは、サービス計画に位置付ける居宅サービス事業所の選択に

おいては、複数の事業所の紹介を求めることができます。また、その居宅サービス 

事業所を居宅サービス計画書に位置付けた理由の説明を求めることができます。 
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 当事業所の作成した直近６ヶ月のケアプランにおける訪問介護、通所介護、 

地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合、および各サービス 

ごとの、同一事業所によって提供されたものの割合は別紙の通りです。 

このそれぞれ、直近６ヶ月の算定割合については、今後は定められた下記半年ごとに 

算出します。 

 【前期分】該当年 ３月から８月   

 【後期分】該当年 ９月から翌年２月 

 

（３）介護支援専門員等の体制 

区分 常勤 

専従 

常勤

兼務 

非常勤 主な職務内容 

管理者 ０名 1名 0名 ケアマネージメント業務の総括・代表 

介護支援専門員 2名 0名 ケアマネージメント業務の企画調整・実施 

主任介護支援専門員 1名 1名 0名 （上記介護支援専門員3名のうち2名） 

補助職員 0名  0名 介護支援専門員の補助・事務補助 

 

（４）営業日・営業時間  

       営業日     月曜日～土曜日 

       営業時間   午前８：５０～午後５：２０（土曜日は午後１２：４０まで） 

ただし、日曜日、国民の祝日、及び年末年始（１２月３０日から１月３日）は

休業日 

 なお、当事業所ではご利用者のかたのご相談に対する便宜のため、上記営業

曜日・時間にかかわらず、下記に記載の窓口番号へご連絡いただければ、必要

に応じて電話でのご相談に応じることの可能な体制をとっております。 

営業日 月曜日から金曜日          事業所（０５２）６９１－２５６７ 

    午前８時５０分～午後５時２０分   井戸 ０８０－３３８８－２３１７ 

    土曜日               山本 ０７０－５０３７－５２６４ 

    午前８時５０分～午後１２時４０分  東  ０８０－４２９８－５０１７ 

 

上記（平日・土曜日）の営業時間外      持ち回りでの一次対応担当者連絡先 

休業日 日曜日、国民の祝日、年末年始    ０７０－３４０９－６８６３ 

    （１２月３０日から１月３日） 

 

※上記はとくに営業時間外の曜日・時間においては、持ち回りでの一次対応担当者 

にてまずご用件等お伺いし、対応の代行、もしくは必要に応じて各担当者への引継ぎ、 

折り返しのご連絡等させていただきます。一次対応担当者については、お客様の 

担当者以外の者が対応させていただいている場合がございますのでご了承ください。 
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 各担当者、及び持ち回りでの一次対応担当者、いずれの場合でも、公共交通機関  

での移動・運転中、電源を切るべき状況、その他非常災害時等、やむを得ない状況に 

おいては、すぐにつながらない場合もありますが、対応可能な状況となってから 

折り返しご連絡させていただきます。 

 

 

（５）課題分析の方式 

当事業所独自方式により行います。 

 

 

４． 居宅介護支援の利用申し込みから介護サービス提供までの主な流れ 

おおむね次の手順で進めてまいります。 

 

（１）ご利用者のかたまたはご家族のかたから居宅介護支援サービスの利用申し込み  

  

（２）ご利用者のかたのご自宅を訪問し、ご利用者のかたの心身の状態や置かれて 

いる環境等を調査し、可能な限りご自宅で自立した日常生活が送れますよう、 

解決すべき課題を把握・分析します。 

 

（３）ご利用者のかたやご家族のかたが、どのような介護サービスをどの程度の頻度

でご利用されたいのか、ご希望をお伺いします。 

 

（４）上記(２)の解決すべき課題や(３)のご希望を考慮し、また主治医やサービス 

事業者と協議して、ご利用者に適した1ヶ月単位の介護サービスの利用計画で 

ある「サービス利用票（居宅介護サービス）」を作成します。 

     また、介護サービスご利用された際に、ご利用者のかたがご負担する事となる 

利用料の内訳を記載した「サービス利用票別表」を作成しますので、あわせて 

ご確認のうえ、ご了解をいただきます。 

 

（５）「サービス利用票（居宅サービス計画）」に基づき、介護サービスが 

計画的に提供されます。 

 

（６）介護サービス提供後も、継続的にご利用者のかたの心身の状態や介護  

サービスの実施状況を把握し、必要に応じて「サービス利用票（居宅サービス

計画）」の変更を行います。    
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５．介護サービスを受けるにあたっての重要事項 

（１）  ご利用者のかたにお渡しした「サービス利用票」と異なる事業者から 

サービスを受けた場合やサービス内容を変更した場合には、必ず担当の 

介護支援専門員にご連絡ください。 

 ご連絡がないとご利用者のかたが一旦費用の全額を立て替えていただく

場合があります。 

（２）  被保険者資格を喪失した場合や要介護状態区分の変更があった場合 

など、現在お持ちの被保険者証の記載内容に変更があったときには、必ず

担当の介護支援専門員にご連絡ください。 

６．居宅サービス計画の作成以外に提供できるサービスの内容    

当事業所では、「居宅サービス計画」の作成以外にご利用者のかたのご依頼

に基づき、次のサービスを提供する事ができますので、お気軽にご相談くだ

さい。 

         

（１）   ご利用者のかたのご依頼に基づき、市町村の窓口に、要介護認定の申請

（新規・変更・更新）を代行します。 

        ただし、代行にあたっては、手続き上、ご利用者のかたの被保険者証を  

お預かりすることになります。 

（２）   ご利用者のかたのご依頼に基づき、市町村の窓口へ、「居宅サービス計画

作成依頼届出書」をお客様の代わりにお届けします。 

        ただし、代行にあたっては、手続き上、ご利用者のかたの被保険者証を  

お預かりすることになります。 

（３） その他、介護保険制度に関するご相談に応じます。 

 

７．居宅介護支援の利用料金 

（１） 利用料 

○    要介護・要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額保険給付

されますので、ご利用者のかたのご負担はありません。 

○   ただし、保険料の滞納等により法廷代理受領出来ない場合には、要介護

度に応じて、一月当たり下記の利用料（報酬額と同額）をご負担いただく

事になります。 

居宅介護支援費（Ⅰ）要介護1.2(1086単位)特定事業所加算(Ⅲ)(323単位)   

1409単位／月 15,569円 

      （Ⅱ）要介護3.4.5(1411単位)特定事業所加算(Ⅲ)(323単位)  

1734単位／月 19,160円 
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また、該当される場合には下記の加算についても算定させていただきます。 

 

初回加算        300単位／月  3,315円 

入院時情報連携加算（Ⅰ）250単位／月  2,762円 

入院時情報連携加算（Ⅱ）200単位／月  2,210円 

退院・退所加算 入院または入所期間中1回を限度に  

 （Ⅰ）イの場合 450単位   4,972円 

 （Ⅰ）ロの場合 600単位   6,630円 

 （Ⅱ）イの場合 600単位   6,630円 

 （Ⅱ）ロの場合 750単位   8,287円 

 （Ⅲ）の場合  900単位   9,945円  

          通院時情報連携加算    50単位／月   552円 

緊急時等居宅カンファレンス加算 1月に2回を限度に  

200単位   2,210円 

     ターミナルケアマネジメント加算 400単位／月     4,420円 

      

   （２）交通費 

     通常のサービス実施地域（１ページ参照）にお住まいのご利用者のかたに 

    ついてはいただいておりません。 

   

８.事故が発生した場合の対応 

居宅介護支援の提供時に、ご利用者のかたに事故が発生した場合には、速やか

に市町村およびご家族のかたにご連絡するとともに、必要な措置を講じます。  

 

９．秘密の保持       

「居宅サービス計画」を作成する中で知り得たご利用者のかたやご家族のかた

の情報は、ご了解なしに他人に漏らすことはありません。 

      なお、介護サービスが適切かつ円滑に提供されるよう、サービス事業者に   

ご利用者のかたやご家族のかたの情報を提供する事がありますが、その場合には

文書でご了解をいただきます。 
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１０．サービス内容に関する苦情 

（１）   ご利用者のかたに提供した居宅介護支援に関するご相談や苦情、及び 

「サービス利用票（居宅サービス計画）」に基づいて提供した介護サービス

に関するご相談や苦情は、遠慮なく下記までご連絡ください。 

迅速に対応します。 

     お客様相談センター     電話番号    （０５２）６９１－２５６７ 

                            ＦＡＸ番号  （０５２）６９１－２６６８ 

               窓口責任者：井戸 優子 

 

（２）   ご利用者は、当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口や国民健康保険  

団体連合会に苦情を伝えることができます。 

     名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 東桜分室 TEL959-3087 

お住まいの区役所介護福祉課             

国民健康保険団体連合会苦情窓口          TEL971-4165 

 

１１．その他重要事項 

（１） 居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業者に依頼することは、 

お控えくださるようよろしくお願いいたします。 

ただし、当事業所でケアプランを作成するにおいて、ご利用者及びご家族の

かたに不都合等生じる場合、他の居宅介護支援事業所への変更をして頂く事

ができます。 

 

（２） 当事業所では、事業計画や財務内容の閲覧、サービス提供記録等の閲覧に 

関して、ご利用者のかたおよびご利用希望者とそのご家族の方で、これを 

希望される方には閲覧していただけます。ご希望者は、閲覧申請書に記入し

職員までお申し込みください。 

 

 １２．病院または診療所（以下 、医療機関）との連携にかかわる説明事項 

（１）ご利用者のかたが医療機関に入院する必要が生じた場合、介護支援専門員は

その後の適切な退院支援がおこなわれるよう、必要な医療機関との情報連携

をおこなっています。 

   ご利用者のかたまたはそのご家族のかたにおかれては、ご本人が医療機関へ

の入院が必要になった場合には、医療機関側に「担当の介護支援専門員の  

氏名」および「連絡先（事業所名と電話番号）」をお知らせいただけますよう、

よろしくご協力お願いいたします。 

       



7 
 

（２）介護支援専門員は、居宅サービス事業者からご利用者のかたにかかわる 

情報の提供を受けた時その他必要と認めるときは、ご利用者のかたにかか 

わる口腔に関する問題、薬剤状況その他のご利用者のかたの心身または生活

の状況にかかわる情報のうち必要と認めるものを、ご利用者のかたの同意を

得て主治の医師、歯科医師または薬剤師に提供させていただくことがありま

す。 

 

（３）介護支援専門員は、ご利用者のかたが訪問看護や通所リハビリ等の医療 

サービスの利用を希望されている場合その他必要な場合には、ご利用者の 

かたの同意を得て主治の医師または歯科医師の意見を求めることとしてい

ます。この場合において、介護支援専門員は、作成した該当のサービス計画

書を主治の医師または歯科医師に交付させていただきます。 

 

１３．虐待防止にかかわる説明事項 

 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を 

 講じるものとします。 

（１）事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話等を 

  活用して行うことができるものとする）を定期的に（年２回以上）開催する   

とともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

（２）事業所における虐待の防止のための指針を整備します。 

（３）事業所において、従業者に対し、虐待防止のための研修を新規採用時及び 

定期的（年１回以上）実施します。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

 

１４．身体的拘束等適正化にかかわる説明事項 

事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急  

やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為 

（以下、「身体的拘束等」という）は行いません。 

やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 
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１５．衛生管理等 

事業所は、事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次の 

各号に掲げる措置を講じるものとします。 

（１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する 

委員会（テレビ電話等を活用して行うことができるものとする）を定期的に

（年２回以上）開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を 

図ります。 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

（３）事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための 

研修を新規採用時及び定期的（年１回以上）実施します。 

 

 １６．業務継続計画の策定等 

事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する居宅介護支援の 

提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る 

ための計画（以下、「業務継続計画」という）を策定し、当該業務継続計画に 

従い次の各号に掲げる措置を講じるものとします。 

（１）事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、 

   必要な研修及び訓練を新規採用時及び年１回以上実施します。 

（２）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて 

   業務継続計画の変更を行います。 

 

１７．ハラスメント防止の対策 

 事業所は、職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントを行っては 

 ならない旨の方針及び相談（苦情含む）窓口を明確化し、従業者に周知・啓発を 

 行うものとします。 
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平成１８年４月１日作成            

改訂 平成１８年７月１日 支援専門員異動による体制変更・管理者配置 

改訂 平成１９年４月１日 通常のサービス提供地域・アセスメント方式変更 

改訂 平成１９年７月１日 法人による様式統一 

改訂 平成１９年８月１日 支援専門員異動による体制変更 

改訂 平成２０年５月７日 支援専門員異動による体制変更 

改訂 平成２１年１０月１日 ファクス番号変更による 

改訂 平成22年2月1日  21年4月居宅介護支援報酬単位改定にともなう記載変更 

改訂 平成22年6月1日  主任介護支援専門員の設置および特定事業所加算（Ⅱ）の算定開始にともなう記載変更 

改訂 平成２２年８月１日 異動による介護支援専門員の１名増員による 

改訂 平成24年4月1日 制度改定に伴う報酬単価変更による居宅介護支援費の変更 

改訂 平成26年4月1日 制度改定に伴う報酬単価変更による居宅介護支援費の変更 

改訂 平成２６年１０月１日 介護支援専門員の変更 およびサービス実施地域の記載の変更（学区表記） 

改訂 平成２７年４月１日  制度改定に伴う報酬単価変更および新基準での特定事業所加算（Ⅱ）算定による居宅

介護支援費の変更 

改訂 平成２７年７月１日 ７月１日付け介護支援専門員異動および同年８月６日付け退職にともなう内訳変更 

改訂 平成２８年７月２３日 ７月２３日付け介護支援専門員１名減員および特定事業所加算（Ⅱ）→（Ⅲ）移行 

              にともなう変更 

改訂 平成２８年１０月１日 １０月１日付け介護支援専門員の入職による人員体制変更（増員） 

改訂 平成２８年１１月１日 １０月入職による人員体制変更（増員）に基づく 特定事業所加算(Ⅲ)→（Ⅱ）変更 

改訂 平成３０年４月１日  介護報酬改定による項目追加、報酬単位数、主任ケアマネ人数の記載変更 

改訂 平成３０年11月１日  介護支援専門員退1名退職、および1名（主任介護支援専門員）休養中につき 

  体制および居宅介護支援費変更につき特定事業所加算なし 

改訂 平成31年4月７日 介護支援専門員（休養中）の退職1名による体制変更 

改訂 令和元年5月１日 改元につき 年号表記変更のみ 

改訂 令和元年7月Ⅰ日 7月１日付け介護支援専門員1名増員 

改訂 令和元年8月１日 7月入職による人員体制変更（増員）に基づく 特定事業所加算（Ⅲ）算定開始 

改定 令和元年10月１日 報酬改定にともなう居宅介護支援費の変更 

改定 令和２年４月１日 管理者・主任介護支援専門員の異動による変更 

改定 令和３年４月１日 介護報酬改定による項目追加、報酬単位数の変更 

改定 令和６年４月１日 介護報酬改定による項目追加、報酬単位数の変更 

 

                                   令和６年４月改訂 

                                  

                                   

                          


